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貝
塚
市
で
は
、
独
自
に
貝
塚
市
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
を
九
月
一
日
か
ら

開
始
し
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
一
方
ま
た
は
双
方
が
性

的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ(

性
的
少
数
者)

で
、
人

生
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
相
互
に
協
力
し

合
う
こ
と
を
約
束
し
、
そ
の
二
人
か
ら
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
宣
誓
が
あ
っ
た
場
合
、

宣
誓
書
受
領
証
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、

市
が
公
的
に
証
明
す
る
も
の
で
す
。

宣
誓
制
度
は
婚
姻
と
同
等
の
法
律
上
の

権
利
が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
定
の
範
囲
で
婚
姻
関

係
や
事
実
婚
と
同
様
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

私
は
こ
の
間
、
当
事
者
の
皆
様
と
懇
談

を
持
っ
た
り
、
意
見
交
換
を
行
い
当
事
者

の
立
場
に
立
っ
た
仕
組
み
づ
く
り
を
め
ざ

し
て
、
幾
度
と
な
く
議
会
質
問
を
行
い
ま

し
た
。

時
に
同
僚
議
員
に
ゆ
だ
ね
た
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
が
、
着
実
に
進
め
て
き
ま
し
た
。

◎
平
成
二
十
九
年
第
四
回
定
例
会

「
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
支
援
に
つ
い
て
」

一
般
質
問

◎
平
成
三
十
年
第
四
回
定
例
会

「
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
に
つ
い

て
」
（
監
査
委
員
に
就
任
時
の
為
同
僚
議

員
へ
委
ね
る
）

◎
平
成
三
十
一
年
第
一
回
定
例
会

「
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
に
つ
い

て
」
会
派
代
表
質
問

◎
令
和
元
年
第
三
回
定
例
会

「
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
導
入
に
つ

い
て
」
一
般
質
問

◎
令
和
二
年
第
一
回
定
例
会

「
（
府
の
）
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
条
例
と
貝
塚
市
同

性
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
に
つ
い
て
」

代
表
質
問

度
重
な
る
質
問
の
中
で
実
現
に
向
け
た

取
り
組
み
も
ス
タ
ー
ト
し
令
和
二
年
九
月

に
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

※
（
府
の
）
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
条
例
・
・
・

「
大
阪
府
性
的
指
向
及
び
性
自
認
の
多
様
性
に
関

す
る
府
民
の
理
解
の
増
進
に
関
す
る
条
例
」
を
令

和
元
年
十
月
に
施
行
し
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対

す
る
誤
解
や
偏
見
、
差
別
を
な
く
し
、
当
事
者
が

抱
え
る
課
題
の
解
決
に
向
け
て
、
性
の
多
様
性
に

関
す
る
理
解
を
深
め
る
施
策
に
取
組
ん
で
い
ま
す
。

宣
誓
の
要
件

・
双
方
が
成
年
に
達
し
て
い
る
事
。

※
た
だ
し
、
令
和
四
年
に
は
成
年
が
一
八
歳

と
規
定
さ
れ
る
予
定
。
そ
れ
ま
で
間
、
一

定
の
条
件
を
も
と
に
一
八
歳
以
上
も
認
め

ら
れ
ま
す
。

・
少
な
く
と
も
い
ず
れ
か
一
方
が
市
内
に

住
所
を
有
し
、
又
は
市
内
へ
転
入
を
予

定
し
て
い
る
こ
と
。

・
双
方
に
配
偶
者
が
な
い
こ
と
及
び
宣
誓

者
以
外
の
者
と
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関

係
に
な
い
こ
と
。

・
双
方
が
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第

八
九
号
）
第
七
三
四
条
及
び
第
七
三
五

条
の
規
定
に
よ
り
婚
姻
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
同
士

の
関
係
に
な
い
こ
と
。

※
七
三
四
条
「
近
親
者
間
の
婚
姻
の
禁
止
」

七
三
五
条
「
直
系
姻
族
間
の
婚
姻
の
禁
止
」

手
続
き
方
法

・
宣
誓
日
時
の
事
前
予
約

宣
誓
を
予
定
し
て
い
る
日
の
七
日
前

ま
で
に
事
前
予
約
が
必
要
必
要
書
類

な
ど
も
説
明
し
ま
す
。

・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
宣
誓

必
要
書
類
を
確
認
後
、
お
二
人
で
宣

誓
書
に
よ
り
宣
誓

・
受
領
証
の
交
付

宣
誓
書
の
写
し
受
領
証
交
付

《
問
合
せ
先
》
人
権
政
策
課

電
話
四
三
三
―
七
一
六
〇

今
回
宣
誓
を
受
け
ら
れ
た
方
は
、
現
段

階
で
以
下
の
事
に
利
用
で
き
ま
す
。

市
営
住
宅
の
入
居

貝
塚
市
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
書
受

領
証
の
交
付
を
受
け
た
か
た
は
、
事
実
上

婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
と
し

て
市
営
住
宅
の
入
居
者
募
集
に
申
込
む
こ

と
が
で
き
ま
す
。

《
問
合
せ
先
》
建
築
住
宅
課

電
話
四
三
三
―
七
二
一
〇
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貝
塚
市
若
年
世
帯
等
定
住
促
進
補

助
金
制
度

貝
塚
市
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣

誓
書
受
領
証
の
交
付
を
受
け
た
四

〇
歳
未
満
の
か
た
も
、
交
付
要
件

を
満
た
せ
ば
制
度
の
対
象
に
な
り

ま
す
。

《
問
合
せ
先
》

ま
ち
づ
く
り
課

電
話
四
三
三
―
七
二
一
四

貝
塚
病
院
の
面
会

貝
塚
病
院
で
は
、
小
児
科
の
患

者
さ
ん
や
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
流
行

期
な
ど
は
、
面
会
の
際
、
ご
家
族

の
み
に
制
限
さ
せ
て
い
た
だ
く
場

合
が
あ
り
ま
す
が
、
貝
塚
市
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
書
受
領
証
の

交
付
を
受
け
た
か
た
も
、
ご
家
族

と
し
て
面
会
い
た
だ
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。

《
問
合
せ
先
》

貝
塚
病
院
医
事
課

電
話
四
二
二
―
五
八
六
五

現
段
階
で
は
、
以
上
の
施
策
が

対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
今
後

広
が
り
を
み
せ
る
よ
う
様
々
な
取

り
組
み
に

つ
な
げ
た

い
と
考
え

て
い
ま
す
。

昨
年
末
よ
り
広
が
り
を
見
せ
て

い
る
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感

染
症
」
拡
大
防
止
の
為
、
し
ば
ら

く
、
毎
週
二
回
の
駅
で
挨
拶
は
自

粛
し
て
い
ま
し
た
が
こ
の
度
再
開

い
た
し
ま
し
た
。
。

無
理
を
せ
ず
拡
大
防
止
を
図
り

な
が
ら
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。

←
左記の新型コロナ

ウイルス感染症に

関する支援策のペー

ジです

生活相談・まちの相談・人権相談

南野けいすけ
090-1911-4306


